
知ってやくだつ法律相談知ってやくだつ法律相談

　

ミ
ツ
バ
チ
を
飼
育
す
る
全
て
の
方
は
、

毎
年
１
月
末
ま
で
に
飼
育
届
を
住
所
地

の
都
道
府
県
知
事
（
家
畜
保
健
衛
生
所

長
）
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
お
問
い
合
わ
せ
先
：
熊
谷
家
畜
保
健
衛

  

生
所
Т
Ｅ
Ｌ
：
０
４
８
・
５
２
１
・
１
２
７
４
）

　

趣
味
で
飼
育
し
て
い
る
方
を
含
め
、

セ
イ
ヨ
ウ
ミ
ツ
バ
チ
、
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ

チ
ど
ち
ら
も
届
出
が
必
要
で
す
（
養
蜂

振
興
法
第
３
条
第
１
項
、
第
14
条
）。

　

ミ
ツ
バ
チ
の
飼
育
は
、
周
辺
住
民
や

他
の
飼
育
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
る

可
能
性
が
あ
る
の
で
、
十
分
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

❶
刺
傷
事
故

　

ミ
ツ
バ
チ
は
人
を
刺
す
こ
と
も
あ
る

た
め
、
周
辺
の
人
に
は
飼
育
の
事
を
伝

え
、
理
解
を
得
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
特

に
、
春
か
ら
夏
に
ハ
チ
の
数
が
増
加
し
、

事
故
の
危
険
性
が
高
ま
り
ま
す
の
で
、

予
防
の
為
に
は
適
正
な
個
体
数
の
維
持

に
努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

❷
フ
ン
の
被
害

　

ミ
ツ
バ
チ
の
フ
ン
に
よ
り
、
周
辺
住

民
の
洗
濯
物
や
車
を
汚
し
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
飼
育
場
所
に
は
十
分

配
慮
し
ま
し
ょ
う
。

❸
ス
ズ
メ
バ
チ

　

秋
に
な
る
と
、
ミ
ツ
バ
チ
を
餌
と
す

る
ス
ズ
メ
バ
チ
が
巣
に
飛
来
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ス
ズ
メ
バ
チ
は
攻
撃
性

が
強
く
、
周
辺
の
住
民
が
刺
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
た
め
大
変
危
険
で
す
。

　

日
頃
か
ら
周
辺
住
民
に
対
し
、
ミ
ツ

バ
チ
を
飼
育
す
る
こ
と
へ
の
理
解
を
得

る
た
め
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

と
っ
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
ま
た
、

飼
育
に
関
す
る
知
識
や
技
術
を
習
得
す

る
こ
と
で
、
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ

こ
と
も
で
き
ま
す
。
ご
自
身
で
勉
強
す

る
と
と
も
に
、
地
域
の
養
蜂
関
連
団
体

に
加
入
、
ま
た
は
相
談
す
る
な
ど
、
技

術
と
経
験
を
有
す
る
方
々
と
情
報
を
共

有
し
、
適
切
な
対
応
を
と
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

趣
味
で
ミ
ツ
バ
チ
を
飼
育

す
る
方
々
へ

都
道
府
県
へ
の
飼
育
届
の
提
出

飼
育
の
際
に
気
を
付
け
る
こ
と

ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
さ
な
い
た
め
に

よ
く
あ
る
ト
ラ
ブ
ル


